
裁判官会議（第24回）議事録

令和7年9月3日（水曜日）

裁判官会議室において、午前10時30分開議

出席者 今崎長官、三浦、林、岡村、安浪、渡辺、岡、堺、尾島、宮川、石兼、平

木、中村、高須、沖野各裁判官

今崎長官議長席に着く、

議事

ﾉ、事について

(1l 徳岡人事局長から、資料第1に基づき、人事関係事項について説明が方)し)、

1の裁判官の退官については、原案どおり決定及び報告がされ、2の裁判官の

検事転官等、3の裁判'自.の1転補等、4リ)裁判'自(/)再任等、5の裁判官の新規任

命、6リ)裁判官リ)昇給、7ヴ)裁判官リ)海外出張の取消し及び8の調停官の採用

については、いずれも原案どおり決定した’

’2｝ 惚岡人事局長から、資料第2に些づき、釧路地方、家庭裁判所長〔ﾉ)補職等に

ついて説|ﾘlが‘#)し)、次の とおし)決定した”

‐)〃 唄京高等裁判所判事大ul晃詳の定年退'白.に伴い、大|仮高等裁半ll所半ll\ (部

（ﾉ)事旛総括者）佐藤哲治を東京高等裁判所1211事（部の事務総括者）とし、そ

（ﾉ)後任者を釧路地方、′家庭裁判所長飛澤知h: :Lし、その後任者を前橋地方、

家I廷哉|&ll所高|崎支部長武藤頁紀fと＝|-る

イ F唯家l廷抜判所長佐久間健吉リ)依願免本‘向"に伴い、新潟地ﾉﾌ裁半l1所長松村

徹を「禁'家庭裁判F1｢長とし、そIﾉ)後任音を司法研修所教官-荊命ノブkとする

'「前1()時36 分終了

『
】

議 長

『
】秘書課長



裁判官会議資料布1
K1月3日開幽

裁判官会議付議人事関係事項(令和7．9．3提出）

1 裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官（令7. 10. 7) 東京高判事・東京簡裁判事

田 中 芳 樹（46）

福島富岡簡裁判事・相馬簡裁判事定年退官（令7．10．6）

山｜崎 潤 一

2 裁判官の検事転官等について

検事（法務省大臣官房） 東京高判事・東京簡裁判事

森 田 強 司（52）

東京地判事・東京簡裁判事

川 崎 博 司（60）

依願免本官並びに兼官（令7．9．29）

（退官後預金保険機構）

3 裁判官の転補等について

東京高判事・東京簡裁判事 最高裁総務局参事官（東京地判事．

東京簡裁判事）

木 村 匡 彦（56）

東京地判事・東京簡裁判事最高裁総務局付（東京地判事・東京

簡裁判事）

栢 分 宏 和（63）

福島富岡簡裁判事 ･相馬簡裁判事 仙台簡裁判事

鼻
一

筐
寸

秋 元

4 裁判官の再任等について

大阪高判事（部総括）・大阪簡裁判

事

大阪高判事（部総括）・大阪簡裁判

事

嶋 末 和 秀（42）

(令和7年9月30日限り任期終了者）

I



山形地家鶴岡支判事（支部長）

岡簡裁判事（司掌者）

山形地家鶴岡支判事（支部長）・鶴

岡簡裁判事（司掌者）

萩 原 孝 基（57）

(令和7年9月30日限り任期終了者）

鶴

5 裁判官の新規任命について

東京地判事・東京簡裁判事 預金保険機構参与

鹿 田 あゆみ（62）

仙台簡裁判事

漉 邉 英 敬

6 裁判官の昇給について

｢令和7年10月1日付け裁判官昇給候補者名簿jのとおり

7 裁判官の海外出張の取消し{こついて

調停官の採用について

｢調停官採用決定者名簿」のとおし）

8

２



裁判官会議（第25回）議事録

令和7年9月17日（水曜日）

裁半ll官会議室において、午前10時30分開議

出席者 今崎長官、三浦、林、岡村、安浪、渡辺、岡、堺、尾島 宮川、石兼 平

木、中村、高須、沖野各裁判官

今崎長官議長席に着く。

議事

1 事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則について

清藤総務局長から、資料第1に基づき、標記の規則について説明があし)、原案

どおﾔ)決定した。

2 家事事件手続規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に

関する法律による12･の返還に関する事件の手続等に関する規則の一部を改正する

規則について

馬渡家庭局長から、資料第2に基づき、標記の規則について説明があし)、原案

どおし)決定した。

3 ﾄﾞ級裁判所裁半ll官指名諮問委員会の答申について

清藤総務局長から、資料･第3に基づき、標記の答申について報告があった。

｣ 人事について

(11 板津人事局長から、資料第4に基づき、人事関係事項について説明があし)、

lの裁判官(ﾉ)退官については、報告がされ、2の裁判官の転補等、3d)裁判官

の再任等及び4の裁半|l官の新規任命については、いずれも原案どおり決定し、

5ゾ)令和7年秋の穰綬褒章受章者の内定については、報告がされた、

（2）板津人事局長から、資料第5に基づき、高知地方、家庭裁判所長の補職等に

ついて説明があい 次のとおし)決定した㈲

ア 高松高等裁判所判事（部の事務総括者）武田義徳を大阪高等裁判所判事と

し、その後任者を高知地方、家庭裁判所長冨田敦史とし、その後任者を奈良

地方、家庭裁判所葛城支部長真鍋秀永とする。

イ 知的財産高等裁判所判事清水響の定年退官に伴い、岡山地方裁判所長森冨

義明を知的財産高等裁判所判事（部の事務総括者）とし 、その後任者を名古

屋地方裁判所判事森島聡とする。

午前10時5 -l分終了

-1-



議 長

秘書課長
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裁判官会議資料論斗
（9月17日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和7. 9. 17提出）

l 裁判官の退官について

定年退官（令7. 10. 22) 横浜家地小田原支判事・小田原簡裁

判事

渡 辺 真 理（45）

東京簡裁判事定年退官（令7. 10. 25)

白 石 哲

2 裁判官の転補等について

千葉地判事（部総括）・千葉簡裁判

事

本 田 晃（44）

東京高半''事・東京簡裁半l1事

と,
1戸］前橋地家高崎支判事（支部長）

崎簡裁判事（司掌者）

T葉地判事（部総括）・千葉簡裁半l1

事 ．

佐 野 信（48）

東京地判事（部総括）・東京簡裁判

事

品 田 幸 男（48）

東京高判事・東京簡裁判事

司研教官（東京地判事・東京簡裁判

事）

東京地判事（部総括）・東京簡裁判

事

橋 爪 信（52）

最高裁総務局付・人事局付・経理局

付（東京地判事・東京簡裁判事）

古 川 善 敬(61)

大阪地判事・大阪簡裁判事

東京地判事・東京簡裁半''事

最高裁総務局付・人事局付・経理局

付（東京地判事・東京簡裁判事）

奥 田 達 生（63）

’



3、裁判官の再任等について

「再任名簿(1)及び(2)」のとおり

4 裁判官の新規任命について

新潟地家判事・新潟簡裁判事 東京地検検事(JICA インドネ

シア派遣）

國 陽 平（67）井

(報告）令和7年秋の藍綬褒章受章者の内定について

｢令和7年秋の藍綬褒章受章者名簿」のとおり

Ｆ
Ｄ

、
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裁判官会議（第26回）議事録

令和7年9月24日（水曜日）

裁判官会議室において、午前10時30分開議

出席者 今崎長官、三浦、林、岡村、渡辺、岡、堺、尾島、宮川、石兼、平木、中

村、高須、沖野各裁判官

今崎長官議長席に着く。

議事

民事執行規則の一部を改正する規則について

福田民事局長から、資料に基づき、標記の規則について説明があり、原案どおり

決定した。

午前10時37分終了 『
ヨ

議 長

【
】秘書課長



【機密性21

事務総局会議（第20回）議事録

令和7年9月9日（火）午前10時00分 ～ 午前10時21分日時

場所等 総局会議室

氏本事務総長、清藤総務局長、楕松人事局総務課長、染谷経理局長、福

田民事局長兼行政局長、平城刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長兼

広報課長、坂口審議官、榎本デジタル審議官、馬場事務総局参事官、木

村総務局参事官

出席者

事件記録等の特別保存に関する規貝llの一部を改正する規則について

清藤総務局長説明（資料第1）

民事執行規則の一部を改正する規則について

福田民事局長説明（資料第2）

議事 1

2

’

結果 ◎ 裁判官会議付議 1，2

秘 書 課 長 福 島 直 之



こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
し
、
対
象
と
す
る
事
件
の
種
類
を
追
加
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

理
“
由



事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）

（
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
を
行
う
者
）

（
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
を
行
う
者
）

第
三
条

記
録
等
を
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
は
、

次
の
各

第
三
条

記
録
等
を
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
は
、

次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所

の
長
が
行
う
。
た
だ
し
、
既
に
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定

の
長
が
行
う
。
た
だ
し
、
既
に
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定

が
さ
れ
た
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
重
ね
て
特
別
保
存
に
付

が
さ
れ
た
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
重
ね
て
特
別
保
存
に
付

す
る
認
定
を
行
わ
な
い
。

す
る
認
定
を
行
わ
な
い
・

一

事
件
記
録
及
び
事
件
書
類
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で

一

事
件
記
録
及
び
事
件
書
類
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

-1-



別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

判
所
（
別
表
第
一
の
二
十
九
の
項
に
掲
げ
る
事
件
に
あ

地
方
裁
判
所
）

二
～
五

（
略
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
事
件
の
第
一
審
裁

っ
て
は
、
当
該
事
件
を
担
当
す
る
執
行
官
の
所
属
す
る

二
十
九

一
～
二
十
八

執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第

百
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
執

行
記
録
が
作
成
さ
れ
た
事
件

事
件
の
種
類

へ

略
一

別
表
第
一
（
第
二
条
、

第
三
条
関
係
）

判
所

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
事
件
の
第
一
審
裁

一
～
五

（
略
）

1

二

十

八 事
件
の
種
類

へ

新 （
同
上
）

三几

向又
一

－2－



羊’
二二

十

事
判
例
集
、
最
高
裁
判
所
裁
判
集

（

刑
事
損
害
賠
償
命
令
事
件

た
Ｊ
ｂ
の

民
事
）
、
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
集

そ
の
他
の
事
件
で
、
最
高
裁
判
所
民

又
は
最
高
裁
判
所
裁
判
集
（
刑
事
）

の
い
ず
れ
か
に
判
決
等
が
登
載
さ
れ

へ へ

新新
三ｸL

向又
…

斗
亟
）

－3 －



事務総局会議資料第2

（9月9日開催）

【機密性2）

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第
●
号

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

令
和
●
年
●
月
●
日

民
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次

民
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

改
正
後

fニヨ

r反

吉
｢両］

目
次

裁

判

改
正
前

所



第
百
八
十
七
条

法
第
二
百
五
条
第
一
項
、
法
第
二
百
六

［
第
一
節

略
］

【
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

１
１

１
１
１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

ｌ
１

１
１

一

第
二
節

第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
（
第
百
八
一

十
七
条
’
第
百
九
十
三
条
）

一

第
三
節

扶
養
義
務
等
に
係
る
債
権
に
基
づ
く
財
産
一

開
示
手
続
等
の
特
例
（
第
百
九
十
四
条
’
一

第
百
九
十
九
条
）

Ｉ
Ｉ

１
１

１
１

１
Ｉ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
１

１
１

１
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
１

１
１

１
１

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

１
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
’

［
第
一
章
～
第
三
章

略
］

第
四
章

債
務
者
の
財
産
状
況
の
調
査

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
二
百
七
条
第
一

１
１

叶
叩
剛
〈

（
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
の
申
立
言
の
記
載
事

項
及
び
添
付
書
類
）

’
第
百
八
十
七
条

法
第
二
百
五
条
第
一
項
、

法
第
二
百
六
‐

［
第
一
節

同
上
］

可
’

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

‐
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

一一

第
二
節

第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
（
第
白
八
一

十
七
条
’
第
百
九
十
三
条
）

第
四
章

［
同
上
］

附
則（
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
の
申
立
善
の
記
載
事

項
及
び
添
付
書
類
）

条
第
一
項
又
は
法
第
二
百
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

［
第
一
章
～
第
三
章

同
上
］

二



３
第
一
項
の
申
立
苦
（
法
第
二
百
五
条
第
一
項
又
は
法

１
‐

｜
、
／
』

略
］

ｒ－
４

略
］

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
か
ら
の
情

報
取
得
手
続
の
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

第
二
百
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
の
申
立
書
に
限
る
。
）

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
は
、
申
立
て
の
日
前
三
年
以
内
に
財
産
開
示
期
日
に

お
け
る
手
続
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添

門

'

〉

略
1 1

（
申
立
て
の
取
下
げ
の
通
知
等
）

３
第
一
項
の
申
立
書
（
法
第
二
百
五
条
第
一
項
又
は
法

［
２

同
上
一

－
４

同
上
二

日
前
三
年
以
内
に
財
産
開
示
期
日
に
お
け
る
手
続
が
実

施
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

報
取
得
手
続
の
申
立
吾
に
限
る
。
）

に
は
、
申
立
て
の

項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
の
申

立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

第
二
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
か
ら
の
情

ら
な
い
。

ら
な

い
ｃ

二
～
三

同
上
一

（
申
立
て
の
取
下
げ
の
通
知
等
）

三



第
百
九
十
三
条

法
第
二
百
五
条
第
一
項
、
法
第
二
百
六

３
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
《
一
百

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
を
取
り
消
す
旨
の
決
定

可

各
ヨ

Ｆ
２

ｍ
ｍ
仰

Ｌ

き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
法
第
二
百
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
決
定
の
告
知
を
受
け
た
情
報
の
提
供
を
命
じ

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
二
百
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と

決
定
の
送
達
を
受
け
た
債
務
者
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を

ら
れ
た
者
及
び
法
第
二
百
五
条
第
一
項
又
は
法
第
二
百

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
を
認
容
す
る

は

申
立
人
、
同
項
に
規
定
す
る
決
定
の
告
知
を
受
け 口

’
1

1

第
百
九
十
三
条

法
第
二
百
五
条
第
一
項
、
法
第
二
百
六

３
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
百

［
２

同
上
］

条
第
一
項
又
は
法
第
二
百
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
申
立
て
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、

裁
判
所
書

第
二
百
五
条
第
・
項
又
は
法
第
二
百
六
条
第

記
官
は
、
法
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
の

告
知
を
受
け
た
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
及
び
法

立
て
を
認
容
す
る
決
定
の
送
達
を
受
け
た
債
務
者
に
対

し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
を
取
り
消
す
旨
の
決
定

は

申
立
人
、
同
項
に
規
定
す
る
決
定
の
告
知
を
受
け

山I

’

項
の
鴎
‐



第
百
九
十
四
条

第
一
項
又
は
法
第
二
百
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

等
の
申
立
書
の
記
載
事
項
の
特
例
）

定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
定
め
る
申
立
て
を
し
た
も
の

た
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
及
び
法
第
二
百
五
条

項
の
規
定
に
よ
る
財
産
開
示
手
続
の
申
立
書
に
は
、

第

と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
九
十
七
条
第
一

に
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
申
立
て
を
認
容
す
る
決
定
の
送
達
を
受
け
た
債
務
者

百
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、

次
に

（
扶
養
義
務
等
に
係
る
債
権
に
基
づ
く
財
産
開
示
手
続

第
三
節

法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規

財
産
開
示
手
続
等
の
特
例

扶
養
義
務
等
に
係
る
債
権
に
基
づ
く

ば
な
ら
な
い

第
一
項
又
は
法
第
二
百
六
条
第
一
項
の
申
立
て
を
認
容

す
る
決
定
の
送
達
を
受
け
た
債
務
者
に
告
知
し
な
け
れ

た
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
及
び
法
第
二
百
五
条

二
新
設
一

五



31

２
前
項
の
申
立
書
に
は
、
で
き
る
限
り
、
債
務
者
の
氏

二’
一

金
銭
の
支
払
を
命
ず
る
債
務
名
義
に
係
る
請
求
権

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
の
特
定
に
資
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

名
の
振
り
仮
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
そ
の
他
の
債
務

二
項
に
規
定
す
る
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
は
、

い
・
た
だ
し
、
債
権
者
が
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第

こ
の
限
り
で
な
い
。

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お

の
旨
及
び
そ
の
範
囲

の
一
部
に
つ
い
て
強
制
執
行
を
求
め
る
と
き
は
、

そ

債
権
の
一
部
を
差
し
押
さ
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
範
囲

－し

ノ、



４
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

51
い

○

定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
定
め
る
申
立
て
を
し
た
も
の

項
第
二
号
に
定
め
る
申
立
て
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

準
用
す
る
。

と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
九
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
財
産
開
示
手
続
の
申
立
書
に
つ
い
て

百
八
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、

第

る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
の
申
立
書
に
は
、

第

い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

前
項
の
規
定
は
、
法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い

項
の
規

七



第
百
九
十
五
条

第
百
八
十
八
条
の
規
定
は
法
第
百
六
十

規
定
は
当
該
裁
判
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
情
報
の
提
供
に

）
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
つ
い
て
、
第
百
九
十
二
条
の

判
を
告
知
す
、
へ
き
者
の
範
囲
等
）

規
定
に
よ
る
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
の
申
立
書

七
条
の
十
七
第
二
項
（
法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お

み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
百
六
条
第
二
項
の

て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
よ
り
同
項
第
二
号
に
定
め
る
申
立
て
を
し
た
も
の
と

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
中

「

（
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁

八



第
百
九
十
六
条

第
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
八
条
第
一
項
」

と
、

同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
三

判
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
申
立
て
の
取
下
げ
の
通
知

同
条
第
二
項
中
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
が

百
六
十
七
条
の
十
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
二
項
の
申
立
て
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
に
つ
い
て

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
法
第
百
九
十
七
条
第
一
項
又
は

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十
三
条
第

二
百
八
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁

九



21 第
二
項
（
法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

と
あ
り
、

及
び
「
法
第
二
百
五
条
第
一
項
又
は
法
第
二

第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に

法
第
二
百
三
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
に
規
定

え
る
も
の
と
す
る
。

百
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
を
認
容
す

す
る
決
定
」

と
あ
り
、

及
び
「
法
第
二
百
五
条
第

三
条
第
二
項
中
「
法
第
二
百
十
一
条
」
と
あ
る
の
は

「

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
裁
判
」
と
読
み
替

る
決
定
」
と
あ
る
の
は
、
‐
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七

つ
い
て
準
用
す
る
・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十

一
項
中
「
法
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
」

第
百
九
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、

法

項

○



第
百
九
十
七
条

法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規

条
の
十
七
第
二
項
（
法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い

定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
申
立
て
が
さ
れ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
九
十
七
条
第

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
六
条
第
一
項
の
申
立
て
を
認
容
す
る
決
定
が
さ

七
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
若
し
く
は
法

又
は
法
第
二
百
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立

れ
た
と
き
は
、
当
該
手
続
の
実
施
又
は
当
該
裁
判
若
し

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
裁
判
」

て
を
認
容
す
る
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七

一
項
の
申
立
て
に
係
る
手
続
の
実
施
又
は
法
第
百
六
十

（
財
産
開
示
手
続
等
の
結
果
の
通
知
等
）



命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
係
属
す
る
執
行
裁
判
所

法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
各
号
に
定
め
る
差
押

法
第
二
百
六
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
項

（
次
条
に

法
定
代
理
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
定
代

く
は
決
定
を
し
た
執
行
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、

結
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

号
に
規
定
す
る
債
権
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
項
又
は

理
人
）
が
開
示
し
た
債
権
（
法
第
二
百
六
条
第
一
項
各

お
い
て
「
開
示
事
項
等
」
と
い
う
。
）
を
通
知
す
る
も

の
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義

る
事
件
が
申
立
て
の
取
下
げ
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
完

の
正
本
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、

債
務
者

（
債
務
者
に

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
差
押
命
令
の
申
立
て
に
係

二



２
前
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の
正

第
百
九
十
八
条

法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準

I
本
の
送
付
は
、
法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
事
件

特
定
情
報
の
提
供
が
あ
っ
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
を
要

申
立
て
に
係
る
手
続
の
実
施
又
は
法
第
百
九
十
三
条
第

し
な
い
。

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
九
十
七
条
第
二
項
の

用
す
る
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
各
号
に
定
め
る
申
立
て
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な

当
該
手
続
の
実
施
又
は
当
該
裁
判
若
し
く
は
決
定
を
し

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第

二
項
の
申
立
て
を
認
容
す
る
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、

二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
若
し
く
は
法
第
二
百
六
条
第

二
三二



第
百
九
十
九
条

法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
六
項

（
法

事
件
の
係
属
す
る
執
行
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
対

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
七
条
の
十

七
第
一
項
各
号
に
定
め
る
差
押
命
令
の
申
立
て
に
係
る

た
執
行
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
法
第
百
九
十
三

を
送
付
す
る
と
と
も
に
、
開
示
事
項
等
を
通
知
し
な
け

第
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
差
押
命
令
の
申
立
て

し
、
｜
般
の
先
取
特
権
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
文
書

り
完
結
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

に
係
る
事
件
が
申
立
て
の
取
下
げ
そ
の
他
の
事
由
に
よ

の
方
式
等
）

（
法
第
百
六
十
七
条
の
十
七
第
六
項
に
規
定
す
る
申
出

四



う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
四
章
第
三
節
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
九
十
七
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

は
、
施
行
日
又
は
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い

日
か
ら
施
行
す
る

こ
の
規
則
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
の
申
出
は
、
書
面
で
し
な
け

む
。
）
に
規
定
す
る
差
し
押
さ
え
る
べ
き
債
権
を
特
定

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

附

で
あ

る
。則

五
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理
由
で
あ
る
。

る
申
立
書
の
記
載
事
項
の
特
例
及
び
添
付
書
類
等
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
規
則
を
制
定
す
る

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
扶
養
義
務
等
に
係
る
債
権
に
基
づ
く
財
産
開
示
手
続
等
の
申
立
て
に
係

理
由


